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電気通信事業法第33条第２項に基づく第１種指定電気通信設備との接続に関する契約約款の一部改正 

旧 
 

第１章 総則 

（用語の定義） 

第３条 この約款においては、次表の左欄の用語はそれぞれ右欄の意味で使用します。 

用語 意味 

１～45 （略） （略） 

45-2 下部端末回線 端末回線（アナログ信号用の電話回線と同等なものであって、光信号により伝送を

行う区間を含まないものに限ります。）のうち、端末設備等とき線点近傍の電柱等

に他事業者が設置する端子盤との間の部分（電話重畳しないものに限ります。） 

45-3～94-2 （略） （略） 
94-3 特別収容局ル

ータ 

収容局ルータであって、ＳＩＰサーバと連携してセッション制御を行う機能及びベ

ストエフォートクラスより優先してＩＰパケットを転送する品質クラスを識別する

機能を有しないもの 
94-4～99（略） （略） 

99-2 IP 通信網県間

区間伝送路 

一般中継局ルータ間の伝送路設備等のうち、日本電信電話株式会社等に関する法律

（昭和 59 年法律第 85 号）第２条第３項第１号イ又はロに規定する都道府県の区

域をまたがるもの 

 

 

 

第２章 接続する設備の範囲 

第１節 標準的な接続箇所 

（標準的な接続箇所） 

第５条 当社の指定電気通信設備と他事業者の電気通信設備との標準的な接続箇所は次のとおりとします。 

標準的な接続箇所 内容 

(1)～(1)-3 （略） （略） 

(1)-4 き線点近傍の電柱等に設

置される端子盤 

当社の下部端末回線と接続するために他事業者がき線点近傍の電柱等に

設置する端子盤の当社側コネクタ 

(2)～(2)-2 （略） （略） 

(2)-3 ＩＳＭ交換機の端末回線

側 

ＩＳＭ交換機に収容する端末回線に接続する他事業者の電気通信設備

（別表１に規定するＩＳＭ折返し機能を提供するＩＳＭ交換機を設置す

る通信用建物に設置するものに限ります。）の当社側コネクタ 

 

 

第10章 料金等 

第２節 接続料金の支払義務 

（定額制の網使用料の支払義務） 

第65条 当社の指定電気通信設備との接続において従量制の網使用料（網使用料のうち定額制の網使用料以外の

 

第１章 総則 

（用語の定義） 

第３条 この約款においては、次表の左欄の用語はそれぞれ右欄の意味で使用します。 

用語 意味 

１～45 （略） （略） 

45-2 削除                

45-3～94-2 （略） （略） 
94-3 削除                

94-4～99（略） （略） 

99-2 IP 通信網県間区

間伝送路 

一般中継局ルータ間の伝送路設備等のうち、日本電信電話株式会社等に関する法律

（昭和 59 年法律第 85 号）第２条第３項第１号イ又はロに規定する都道府県の区

域（イに規定する都道県の区域については以下「東日本」、ウに規定する府県の区

域については以下「西日本」といいます。）をまたがるもの 
 

 

第２章 接続する設備の範囲 

第１節 標準的な接続箇所 

（標準的な接続箇所） 

第５条 当社の指定電気通信設備と他事業者の電気通信設備との標準的な接続箇所は次のとおりとします。 

標準的な接続箇所 内容 

(1)～(1)-3 （略） （略） 

(1)-4 削除                               

(2)～(2)-2 （略） （略） 

(2)-3 削除                               

 

 

 

 

 

第10章 料金等 

第２節 接続料金の支払義務 

（定額制の網使用料の支払義務） 

第65条 当社の指定電気通信設備との接続において従量制の網使用料（網使用料のうち定額制の網使用料以外の

新 
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ものをいいます。以下同じとします。）の支払いを要する電気通信事業者は、第54条（接続形態）に規定する

接続形態ごとに、別表２第４表（従量制網使用料支払事業者）に規定するところによります。 

ただし、信号伝送機能、加入者交換機機能メニュー利用機能、優先接続機能、リルーティング通信機能及びリ

ダイレクション網使用機能については、この限りではありません。  

          

第３節 工事費及び手続費等の支払義務 

（手続費の支払義務） 

第68条 協定事業者は、次の各号の場合には、料金表第２表第２（手続費）に規定する手続費の支払いを要しま

す。 

 (1)～(17) （略） 

 (18) 当社が、電話サービス契約約款又は総合ディジタル通信サービス契約約款に規定する優先接続の取扱い

に基づき、当社の加入者交換機に優先接続機能に係る協定事業者の事業者識別番号（番号規則別表第10号に

規定する電気通信番号をいいます。以下、優先接続機能に係る協定事業者の事業者識別番号を「優先接続番

号」といいます。）の登録を行ったとき。 

 

 

   第４節 料金の計算及び支払い 

（手続費の実績に基づく精算） 

第74条の２ 当社は、料金表第２表（工事費及び手続費）第２（手続費）に規定するみなし契約者に関する宛名

情報提供手続費（１件ごとの料金額に限ります。）、優先接続受付手続費、光回線設備線路条件調査費ウ

欄、光配線区域情報調査費、ルーティング番号登録工事等受付手続費ア(ｱ)③欄、(ｲ)欄若しくはイ欄、同一

番号移転可否情報調査費又はき線点情報調査費について、その事業年度の需要の実績値及び受付実績数（以

下「当年度実績」といいます。）を把握したときは、それらの手続費と、当年度実績によって算定した精算

のための手続費との差額に、当年度実績を乗じて得た額を、協定事業者と精算するものとします。 

 

 

（工事費及び手続費等の遡及適用） 

第75条 当社は、料金表第２表（工事費及び手続費）に規定する光信号分岐端末回線接続工事費、光信号分岐端

末回線収容キャビネット等設置工事費、光信号分岐端末回線設置等加算工事費、電話帳掲載手続費、みなし

契約者に関する宛名情報提供手続費（１件ごとの料金額に限ります。）、優先接続受付手続費、光回線設備

線路条件調査費ウ欄、光配線区域情報調査費、ルーティング番号登録工事等受付手続費ア(ｱ)③欄、(ｲ)欄若

しくはイ欄、同一番号移転可否情報調査費、き線点情報調査費、端末回線情報提供手続費、申込者情報確認

結果即時通知手続費又は第４表（光信号引込等設備に係る負担額）に規定する負担額について料金額を変更

したときは、変更後の料金額の原価に係る事業年度の翌事業年度の４月１日に遡及して、変更後の料金額を

適用します。 

 

第16章 雑則 

（個別契約事業者に対する契約者情報の提供） 

第 98 条 当社は、協定事業者（番号規則別表第 10 号に規定する電気通信番号を有する中継事業者及び国際系

事業者に限ります。以下この条において同じとします。）から、協定事業者がお客様情報照会書により指定した

契約者回線番号等（追加番号を除きます。以下この条において同じとします。）に係る契約者情報（電話サービ

ス又は総合ディジタル通信サービスの契約者に関する情報をいいます。以下この条及び次条において同じとしま

す。）の提供を求められたときは、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、当社の利用者料金に係る請求書

ものをいいます。以下同じとします。）の支払いを要する電気通信事業者は、第54条（接続形態）に規定する

接続形態ごとに、別表２第４表（従量制網使用料支払事業者）に規定するところによります。 

ただし、信号伝送機能、加入者交換機機能メニュー利用機能、リルーティング通信機能及びリダイレクション

網使用機能については、この限りではありません。 

    

第３節 工事費及び手続費等の支払義務 

（手続費の支払義務） 

第68条 協定事業者は、次の各号の場合には、料金表第２表第２（手続費）に規定する手続費の支払いを要しま

す。 

 (1)～(17) （略） 

 (18) 削除 

 

 

 

 

  

   第４節 料金の計算及び支払い 

（手続費の実績に基づく精算） 

第74条の２ 当社は、料金表第２表（工事費及び手続費）第２（手続費）に規定するみなし契約者に関する宛名

情報提供手続費（１件ごとの料金額に限ります。）、光回線設備線路条件調査費ウ欄、光配線区域情報調査

費、ルーティング番号登録工事等受付手続費ア(ｱ)③欄、(ｲ)欄若しくはイ欄、同一番号移転可否情報調査費

又はき線点情報調査費について、その事業年度の需要の実績値及び受付実績数（以下「当年度実績」といい

ます。）を把握したときは、それらの手続費と、当年度実績によって算定した精算のための手続費との差額

に、当年度実績を乗じて得た額を、協定事業者と精算するものとします。 

 

 

（工事費及び手続費等の遡及適用） 

第75条 当社は、料金表第２表（工事費及び手続費）に規定する光信号分岐端末回線接続工事費、光信号分岐端

末回線収容キャビネット等設置工事費、光信号分岐端末回線設置等加算工事費、電話帳掲載手続費、みなし

契約者に関する宛名情報提供手続費（１件ごとの料金額に限ります。）、光回線設備線路条件調査費ウ欄、

光配線区域情報調査費、ルーティング番号登録工事等受付手続費ア(ｱ)③欄、(ｲ)欄若しくはイ欄、同一番号

移転可否情報調査費、端末回線情報提供手続費、申込者情報確認結果即時通知手続費又は第４表（光信号引

込等設備に係る負担額）に規定する負担額について料金額を変更したときは、変更後の料金額の原価に係る

事業年度の翌事業年度の４月１日に遡及して、変更後の料金額を適用します。 

 

 

 

第16章 雑則 

第 98 条 当社は、協定事業者（番号規則別表第 10 号に規定する電気通信番号を有する中継事業者及び国際系

事業者に限ります。以下この条において同じとします。）から、協定事業者がお客様情報照会書により指定した

契約者回線番号等（追加番号を除きます。以下この条において同じとします。）に係る契約者情報（電話サービ

ス又は総合ディジタル通信サービスの契約者に関する情報をいいます。以下この条及び次条において同じとしま

す。）の提供を求められたときは、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、当社の利用者料金に係る請求書
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の送付先の氏名又は名称及びその住所並びにその契約者の住所等の契約者情報（異動事由及び異動年月日を含み

ます（その契約者回線番号等又はその契約者回線の設置場所等が変更されている場合は、変更後の契約者回線番

号等又は契約者回線の設置場所等に関する情報を、利用休止の場合は、契約者情報の提供を求められた時点にお

いて当社が把握しているその契約者の住所に関する情報を含みます。）。以下第 99 条（みなし契約事業者に対

する契約者情報の提供）第３項において同じとします。）をお客様情報照会書により回答します。 

（1）～（3）（略） 

（4）その協定事業者が、提供された契約者情報の取扱いにあたって、以下に掲げる事項を遵守しないおそれが

ないこと。 

ア～エ （略） 

オ その他、「個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）」等の法令及び「電気通信事業にお

ける個人情報保護に関するガイドライン（平成16年８月31日総務省告示第695号）」（以下「個人情報保護

ガイドライン等」といいます。）を遵守すること。 

 

（優先接続機能の提供を受ける協定事業者に対する契約者情報の提供） 

第98条の２ 当社は、電話サービス契約約款又は総合ディジタル通信サービス契約約款に規定する優先接続の取

扱いに基づき、当社の契約者から、優先接続番号の指定（変更及び廃止を含みます。）があったときは、第

１号及び第２号のいずれにも該当する場合に限り、その契約者に係る第３号に規定する契約者情報を優先接

続機能の提供を受ける協定事業者に提供します。 

(1) その協定事業者が、提供された契約者情報の取扱いにあたって、以下に掲げる事項を遵守しないおそれが

ないこと。 

ア 利用者からの故障の問い合わせ等に迅速に対応する目的又はその協定事業者の電気通信サービスに係る不

要な利用者料金の支払いを防止する目的等特に業務遂行上必要な目的のためだけに、提供された契約者情報

を利用し、営業活動に利用しないこと。 

イ 提供された契約者情報を自ら（他者に業務を委託する場合を含みます。）利用し、他者に二次提供しない

こと。 

ウ 目的達成後は遅滞なくその契約者情報を消去すること。 

エ 対象契約者の権利利益を不当に害しないこと。 

オ その他、個人情報保護ガイドライン等を遵守すること。 

(2) その他契約者情報の提供にあたって、当社の業務遂行上支障がないこと。 

(3) 提供する契約者情報 

ア  契約者回線番号等（追加番号を除きます。） 

イ  契約者氏名又は名称 

ウ  申込者連絡先電話番号、氏名又は名称及び住所 

エ  通話区分 

オ  優先接続の区分 

カ  登録工事実施日（予定日を含みます。） 

キ  廃止工事実施日 

２ 第98条（個別契約事業者に対する契約者情報の提供）第２項及び第４項から第７項の規定は、前項の場合に

準用します。この場合において、同条第２項に「前項」とあるのは「第98条の２（優先接続機能の提供を受

ける協定事業者に対する契約者情報の提供）第１項」と、「前項第３号又は第４号」とあるのは「第98条の

２第１項第１号」と、「第３項から第５項」とあるのは「第98条の２第２項の規定により読み替えて準用す

る第98条第４項及び第５項」と、同条第４項及び第５項に「第１項第４号」とあるのは「第98条の２第１項

第１号」と、同条第５項に「前２項の場合において、協定事業者から対象契約者の同意を得たことを証する

の送付先の氏名又は名称及びその住所並びにその契約者の住所等の契約者情報（異動事由及び異動年月日を含み

ます（その契約者回線番号等又はその契約者回線の設置場所等が変更されている場合は、変更後の契約者回線番

号等又は契約者回線の設置場所等に関する情報を、利用休止の場合は、契約者情報の提供を求められた時点にお

いて当社が把握しているその契約者の住所に関する情報を含みます。）。以下第 99 条（みなし契約事業者に対

する契約者情報の提供）第３項において同じとします。）をお客様情報照会書により回答します。 

（1）～（3）（略） 

（4）その協定事業者が、提供された契約者情報の取扱いにあたって、以下に掲げる事項を遵守しないおそれが

ないこと。 

ア～エ （略） 

オ その他、「個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）」等の法令及び「電気通信事業におけ

る個人情報等の保護に関するガイドライン（令和４年３月31日個人情報保護委員会・総務省告示第４号）」（以

下「個人情報保護ガイドライン等」といいます。）を遵守すること。 

 

 

第98条の２ 削除 
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書面が提出されるまでの間、又は」とあるのは「第98条の２第２項の規定により読み替えて準用する第98条

第４項の場合において、」と読み替えるものとします。 
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附 則（平成30年６月15日東相制第17-00122号） 

（ルーティング伝送機能に係る経過措置） 

１～２ （略） 

３ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により協定事業者が利用しているルーティング伝送機能（２－

１３第３欄エ欄に係るものに限ります。）の提供条件については、なお従前のとおりとし、以下の料金表を

適用します。 

区  分 単 位 料金額 備 考 

特別収容局

ルータ接続

ルーティン

グ伝送機能 

第５条（標準的な接続箇所）

第１項の表中第８欄のうち

特別収容局ルータで接続

し、ＩＰ通信網を利用した

交換及び伝送を行う機能 

ＡＴＭインタフェ

ースにより符号伝

送が可能なもの 

１ポート

ごとに月

額 

49,506 円 
 

    

 

 

 

附 則（令和元年６月 25 日東相制第 18-00108 号) 

（ルーティング伝送機能に係る経過措置） 

１～２ （略） 

３ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により協定事業者が利用しているルーティング伝送機能（２－

１３第１欄オ欄に係るものに限ります。）の提供条件については、なお従前のとおりとし、以下の料金表を

適用します。 

区  分 単 位 料金額 備 考 

特別収容局

ルータ接続

ルーティン

グ伝送機能 

第５条（標準的な接続箇所）

第１項の表中第８欄のうち

特別収容局ルータで接続

し、ＩＰ通信網を利用した

交換及び伝送を行う機能 

ＩＳＤＮ一次群速

度ユーザ・網インタ

フェースにより符

号伝送が可能なも

の 

１ポート

ごとに月

額 

3,379 円 
 

    

 

 

 

附 則（令和３年６月２日東相制第20-00078号）  

１～２ （略）  

（光信号引込等設備の撤去に係る負担額についての経過措置）  

３ 平成31年３月31日までに設置された光信号引込等設備を撤去する場合は、料金表第４表（光信号引込等設

備に係る負担額）第２（光信号引込等設備の撤去に係る負担額）に規定する負担額の算定における光信号引

込等設備の未償却残高は、料金表第４表第２第１号の算出式に替えて、次の算出式により算定するものとし

ます。ただし、その算定結果が負の数となる場合は、光信号引込等設備の未償却残高を零とします。また、

平成20年４月１日から平成31年3月31日までに設置されたものであって、令和２年４月１日以降に撤去する光

信号引込等設備については、次の算出式における平成19年度以前における光信号引込等設備の償却累計額を

零とし、平成20年度以降平成30年度以前における光信号引込等設備の償却累計額の算出式において「平成20

年４月1日」とあるのは「当該光信号引込等設備の利用を開始した日」と読み替えるものとします。  

 

未償却残高＝（光信号引込等設備の取得固定資産価額－平成19年度以前における光信号引込等  

設備の償却累計額－平成20年度以降平成30年度以前における光信号引込等設備の  

償却累計額－平成31年度以降における光信号引込等設備の償却累計額）×（１＋  

貸倒率）  

附 則（平成30年６月15日東相制第17-00122号） 

（ルーティング伝送機能に係る経過措置） 

１～２ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則（令和元年６月 25 日東相制第 18-00108 号) 

（ルーティング伝送機能に係る経過措置） 

１～２ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則（令和３年６月２日東相制第20-00078号）  

１～２ （略）  
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ア 光信号引込等設備の償却累計額は、次の算出式により算定します。  

（ア）平成19年度以前における光信号引込等設備の償却累計額  

＝（光信号引込等設備の取得固定資産価額－平成19年度以前の光信号引込等設備の残存価  

額）×当該光信号引込等設備の利用を開始した日から平成20 年３月31日までの日数／  

（平成19年度以前の光信号引込等設備の耐用年数（10年）×365（閏年にあっては366と  

します。））  

（イ）平成20年度以降平成30年度以前における光信号引込等設備の償却累計額  

＝（光信号引込等設備の取得固定資産価額－平成20年度以降平成30年度の光信号引込等設  

備の残存価額）×平成20年４月1日から平成31年３月31日までの日数／（平成30年度  

以前の光信号引込等設備の耐用年数（15年）×365（閏年にあっては366とします。））  

（ウ）平成31年度以降における光信号引込等設備の償却累計額  

＝（光信号引込等設備の取得固定資産価額－光信号引込等設備の残存価額）×平成31年４  

月1日から当該光信号引込等設備を撤去した日の前日までの日数／（光信号引込等設備の  

耐用年数（20年）×365（閏年にあっては366とします。））  

イ 光信号引込等設備の取得固定資産価額については、料金表第４表第２第１号に規定する算出式中の金額とし

ます。  

ウ 貸倒率については、第１表（接続料金）第２（網改造料）２（料金額）２－３（年額料金の算定に係る比率）

によります。 

 

 

附 則（令和５年３月 24 日東相制第 22-00065 号） 

１～２ （略） 

（特定光信号端末回線管理機能に関する実績に基づく精算に関する特例措置） 

３ 当社は、料金表第１表（接続料金）第１（網使用料）２（料金額）２－11第26欄について、令和３年度に

適用した網使用料と次に掲げる令和３年度の実績によって算定した精算用料金との差額に、令和３年度の需

要の実績値を乗じて得た額を、協定事業者と精算するものとします。 

区 分 単位 料金額 備考 

特定光信号端末

回線管理機能 

協定事業者の特定光信号端末回線の情報の

管理を行うとともに網改造料を請求する機

能 

１回線ごと

に月額 

281円     

４ （略） 

（接続料金等の実績に基づく精算用料金） 

５ 第 74 条の２（手続費の実績に基づく精算）の規定により精算を行う令和３年度の精算用料金は以下のとお

りです。 

区    分 単   位 料金額 備考 

みなし契約者に関する宛名情

報提供手続費 

１件ごとに 31.20 円    

優先接続受付手続費 １変更ごとに 120 円    
光回線設備線路条

件調査費 

ウ欄 (ｱ) 基本額 １ 番

号 ご

と の

１ 成

功 検

1,242 円    

(ｲ) 加算額 ① 128 円    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則（令和５年３月 24 日東相制第 22-00065 号） 

１～２ （略） 

（特定光信号端末回線管理機能に関する実績に基づく精算に関する特例措置） 

３ 当社は、料金表第１表（接続料金）第１（網使用料）２（料金額）２－11第26欄について、令和４年度に適

用した網使用料と次に掲げる令和４年度の実績によって算定した精算用料金との差額に、令和４年度の需要の

実績値を乗じて得た額を、協定事業者と精算するものとします。 

区 分 単位 料金額 備考 

特定光信号端末

回線管理機能 

協定事業者の特定光信号端末回線の情報の

管理を行うとともに網改造料を請求する機

能 

１回線ごと

に月額 

243円     

４ （略） 
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② 索 ご

とに 

246 円    

光配線区域情報調

査費 

ア欄 １通信用建物ごとに 38,108 円    

ルーティング番号

登録工事等受付手

続費 

ア(ｲ)欄 １件ごとに 59 円    

イ欄 １件ごとに 168 円    

同一番号移転可否

情報調査費 

ア欄 １電気通信番号ごとの１件

ごとに 

661 円    

イ欄 １電気通信番号ごとの１件

ごとに 

311 円    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、認可を受けた後、速やかに実施し、この改正規定のうち、料金表に定める接続料、別表４

の違約金の額、別表５の精算額、附則（令和３年６月２日東相制第 20-00078 号）第３項並びに本附則第３項

及び第４項については、令和６年４月１日から実施します。ただし、第 65 条（定額制の網使用料の支払義務）

第１項、第 68 条（手続費の支払義務）第１項第 18 号、第 74 条の２（網使用料の実績に基づく精算）、第

75 条（工事費及び手続費等の遡及適用）、第 98 条の２（工事費及び手続費等の遡及適用）、料金表第１表

第１（網使用料）１（適用）(8)－３欄、２（料金額）２－２（端末系交換機能）第３欄、料金表第１表第２

（手続費）１（適用）第４欄及び２（手続費の額）２－１（手続費）第 14 欄については、令和６年３月１日

以降当社の準備が整い次第、実施することとし、当社の準備が整った日を超えて認可を受けた場合は当社の準

備が整った日に遡及して実施します。また、料金表第２表（工事費及び手続費）第２（手続費）２（手続費の

額）２－１（手続費）第２欄ア（ｱ）欄のうち区分の規定に係る変更については、認可を受けた後、令和６年

１月１日に遡って適用することとし、当該手続費に係る令和６年１月１日から令和６年３月 31 日までの期間

における原価の実績値については、令和７年度に適用する当該手続費に係る調整額の算定に含めるものとしま

す。また、料金表第１表第１（網使用料）２（料金額）２－４第４欄イ(ｱ) ②欄にかかわる規定については、

認可を受けた後、当社の準備が整い次第、実施します。 

 

（接続料金等の実績に基づく精算用料金） 

２ 第 74 条の２（手続費の実績に基づく精算）の規定により精算を行う令和４年度の精算用料金は以下のとお

りです。 

区    分 単   位 料金額 備考 

みなし契約者に関する宛名情報提供手

続費 

１件ごとに 19.03 円  

  
優先接続受付手続費 １変更ごとに 110 円   
光回線設備線路条件

調査費 

ウ欄 (ｱ) １番号又は１住所ごと

の１成功検索ごとに 

8,009 円   
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(ｲ) 1,088 円   

光配線区域情報調査

費 

ア欄 １通信用建物ごとに 16,545 円    

ルーティング番号登

録工事等受付手続費 

ア(ｲ)欄 １件ごとに 61 円    

イ欄 １件ごとに 179 円    

同一番号移転可否情

報調査費 

ア欄 １電気通信番号ごとの１件ごとに 664 円    

イ欄 １電気通信番号ごとの１件ごとに 323 円    

 

（優先接続受付手続費に係る経過措置） 

３ 令和５年度に協定事業者が利用した料金表第２表第２（手続費）に規定する優先接続受付手続費については、

第 75条（工事費及び手続費等の遡及適用）の規定にかかわらず、令和５年４月１日に遡及して以下の料金額

を適用します。 

区分 単位 手続費の額 備考 

優先接続受付手

続費 

優先接続の受付に要する費用 １変更ごと

に 

159円       

 

（光信号引込等設備の撤去に係る負担額についての経過措置） 

４ 令和５年３月 31 日までに設置された光信号引込等設備を撤去する場合は、料金表第４表（光信号引込等設備

に係る負担額）第２（光信号引込等設備の撤去に係る負担額）に規定する負担額の算定における光信号引込等

設備の未償却残高は、料金表第４表第２第１号の算出式にかかわらず、次の算出式により算定するものとしま

す。ただし、その算定結果が負の数となる場合は、光信号引込等設備の未償却残高を零とします。また、平成

20 年４月１日から平成 31 年３月 31 日までに設置された光信号引込等設備であって、令和５年４月１日以降に

撤去するものについては、次の算出式におけるア（ア）の値を零とし、ア（イ）の算出式において「平成 20 年

４月１日」とあるのを「当該光信号引込等設備の利用を開始した日」と読み替えるものとし、平成 31 年４月１

日から令和５年３月 31 日までに設置された光信号引込等設備であって、令和５年４月１日以降に撤去するもの

については、次の算出式におけるア（ア）及び（イ）の値を零とし、ア（ウ）の算出式において「平成 31 年４

月１日」とあるのは「当該光信号引込等設備の利用を開始した日」と読み替えるものとします。 

 

未償却残高＝（光信号引込等設備の取得固定資産価額－平成 19 年度以前における光信号引込等設備の償却累

計額－平成 20 年度以降平成 30 年度以前における光信号引込等設備の償却累計額－平成 31 年度

以降令和４年度以前における光信号引込等設備の償却累計額－令和５年度以降における光信号

引込等設備の償却累計額）×（１＋貸倒率） 

 

ア 光信号引込等設備の償却累計額は、次の算出式により算定します。 

（ア）平成 19 年度以前における光信号引込等設備の償却累計額 

＝（光信号引込等設備の取得固定資産価額－平成 19 年度以前の光信号引込等設備の残存価額）× 当該光信号

引込等設備の利用を開始した日から平成 20 年３月 31 日までの日数／（平成 19 年度以前の光信号引込等設
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備の耐用年数（10 年）×365（閏年にあっては 366 とします。）） 

（イ）平成 20 年度以降平成 30 年度以前における光信号引込等設備の償却累計額 

＝（光信号引込等設備の取得固定資産価額－平成 20 年度以降平成 30 年度の光信号引込等設備の残存価額）×

平成 20 年４月１日から平成 31 年３月 31 日までの日数／（平成 30年度以前の光信号引込等設備の耐用年数

（15 年）×365（閏年にあっては 366 とします。）） 

（ウ）平成 31 年度以降令和 4 年度以前における光信号引込等設備の償却累計額 

＝（光信号引込等設備の取得固定資産価額－平成 31 年度以降令和４年度の光信号引込等設備の残存価額）×

平成31年４月１日から令和５年３月 31 日までの日数／（令和４年度以前の光信号引込等設備の耐用年数（20

年）×365（閏年にあっては 366 とします。）） 

（エ）令和５年度以降における光信号引込等設備の償却累計額 

＝（光信号引込等設備の取得固定資産価額－光信号引込等設備の残存価額）×令和５年４月１日から当該光信

号引込等設備を撤去した日の前日までの日数／（光信号引込等設備の耐用年数（25 年）×365（閏年にあっ

ては 366 とします。）） 

イ 光信号引込等設備の取得固定資産価額については、料金表第４表第２第１号に規定する算出式中の金額と

します。 

ウ 貸倒率については、第１表（接続料金）第２（網改造料）２（料金額）２－３（年額料金の算定に係る比

率）によります。 

 







 












